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 保護者の皆様 
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   令和４年度（２０２２年度）東海市に暴風（暴風雪）警報が発表された 

場合の児童生徒の登下校等について（お願い）   

 春風の候 保護者の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申し上

げます。 

 日頃は、東海市の学校教育に対し、格別なる御理解と御協力をいただき、心より感

謝申し上げます。 

 さて、これまで東海市に暴風(暴風雪)警報が発表された場合の児童生徒の登下校等

について、東海市立小中学校では、各校の実情に応じて具体的な学校安全計画を定め、

安全に留意して対応してまいりました。しかしながら、過去の暴風警報解除後の状況

を検証いたしますと、吹き返しの風が強かったり通学路の状況がよくなかったりする

など登校時の安全の確保が懸念されます。そのため、児童生徒の安全と健康管理の面

を考慮しより安全に対応するため、登校の有無の判断基準を令和４年度より下記のよ

うに対応することといたしますので、御理解と御協力をお願いします。 

記 

１ 「暴風警報・暴風雪警報」が東海市に発表された場合 

  (1) 登校前 

  【変更前】 

   イ 午前６時３０分から午前１１時までに警報が解除された場合には、各家庭

で昼食を済ませ、午後１時までに登校してください。 

   ウ 午前１１時までに解除されない場合は当日の授業は中止します。 

  【変更後】 

   ア 午前６時３０分までに警報が解除された場合は、平常どおりの授業を実施

します。 

   イ 午前６時３０分以降に警報が解除された場合は、その日の授業は実施いた

しません。（午前６時３０分を含みます）（令和４年度より変更） 

 

【問合せ先】東海市教育委員会 学校教育課 

     TEL:052-603-2211 0562-33-1111 


